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社会保険労務⼠法⼈栁澤会計Support Letter
ト ピッ ク ス ︕ 定年延⻑など⾼齢者雇⽤を⽀援する助成⾦「65歳超雇⽤推進助成⾦」

65歳超雇⽤推進助成⾦（65歳超継続雇⽤促進コース）は65歳以上への定年の引上げ、または定年の廃⽌あ
るいは継続雇⽤年齢の66歳以上への引上げを実施すると⽀給される助成⾦です。
⽇本の多くの会社が60歳定年で、希望者は65歳まで再雇⽤するケースが多いのですが、65歳以降も働きたい

と希望する社員や65歳以降も働いてもらいたい社員もいるため、継続雇⽤年齢を65歳から70歳に延⻑したい企
業にはぴったりの助成⾦です。
具体的な取り組みとしては、①65歳以上への定年の引上げ、②定年の定めの廃⽌、③希望者全員を対象とす

る66歳以上の継続雇⽤制度の導⼊、④他社による継続雇⽤制度の導⼊（ 65歳以上で定年後も継続雇⽤を希望す
る者を他の事業主が引き続き雇⽤すること）、のいずれかを実施することです。
■⽀給要件
○制度を規定した際に経費を要した事業主であること（※申請のポイントを参照）
○⽀給申請⽇の前⽇において、事業主に1年以上継続して雇⽤され、かつ60歳以上の雇⽤保険被保険者が1名以
上いること（期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇⽤制度により引き続き雇⽤さ

れている者に限ります）↓（以下事例）

※■申請のポイント
定年の引上げ等の制度を規定
した際に、社会保険労務⼠等
の専⾨家に制度改正を依頼し、
経費を要した事業主であるこ
とが必要です。改正に要した
経費に対する助成であること
から、専⾨家に委託を⾏わず、
⾃社で制度改正した場合は対
象となりません。
ルールが複雑で取り組みの

順番もしっかり決まっている
ため、難易度が⾼い助成⾦と
なります。

【①65歳以上への定年の引上げ、②定年の廃⽌】

【③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇⽤制度の導⼊】【④他社による継続雇⽤制度の導⼊※】

※要した経費の２分の１の⾦額を助成

＜定年前後の有期／無期雇⽤の例︓ 定年62歳、65歳まで継続雇⽤の場合＞

■⽀給額



皆様、はじめまして。４⽉より⼊社しました上條留奈と申します。暖かい⽇が続く
ようになり、新緑の季節となってきました。弊社に⼊社してから早⼀か⽉がたちま
した。今回は、私の好きな⾔葉をご紹介します。その⾔葉は「今⽬の前にあること
を頑張れないやつが何を頑張れるんだ」です。この⾔葉は、嵐の⼤野智さんが、嵐
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としての活動が思うように伸びず、今していることをやめて新しいことをしようと話し合いが⾏われた際にメ
ンバーに対して仰った⾔葉です。覚えなければいけないことが沢⼭あり、⽬の前のことから逃げたくなること
もありますが、今⽬の前にあることを全⼒で頑張ることが努⼒にも⾃信にも経験にも繋がりますので、
常にこの⾔葉を思いながらこれからも頑張っていきたいと思います。（上條）

辞めてもらいたい社員への対応

社員の中には、いくら教育しても同じミスを繰り返
す者、素⾏不良で勤務態度が不真⾯⽬な者、ハラスメ
ントを繰り返す者、まったく売上を上げない者、ただ
出勤だけしているような者など、これ以上⼀緒に働く
のが難しい者もいます。
横領や機密情報の漏えい等、わかりやすい不正⾏為

なら解雇に踏み切れるけれど、上記のような場合だと
訴えられるリスクがあり、⼀歩が踏み出せないと考え
る⽅もいらっしゃることでしょう。
本来なら間題のある社員は解雇すればいいのですが、

⽇本の場合、解雇が有効となるケースには厳しいルー
ルがあり、ハードルが⾼いのが実態です。そのため問
題のある社員には、退職を促して⾃ら退職届を出して
もらう形の⽅がスムーズにいくケースもあり効果的で
す。
このように、退職勧奨とは、会社から辞めてもらい

たい社員に退職を促し説得していく⾏為です。社員と
退職の合意をし、雇⽤契約を終了することが最終的な
形です。会社からの⼀⽅的な意思表⽰により雇⽤契約
を終了させる「解雇」とは異なり、退職勧奨は社員と
の合意による退職を⽬指すため、より取り組みやすい
と⾔えます。

退職勧奨は、あくまで社員が⾃らの⾃由意思で退職
するように、会社側から社員に働きかける⾏為です。
したがって、社員は会社の退職勧奨に従う義務はなく、
⾃由な意思で退職を決めることができます。退職をす
るかどうかの決定権が社員側にあるということが退職
勧奨の⼤きなポイントです。そのため、会社が不当な
⽅法で退職勧奨を⾏うと、退職強要やパワハラと判断
される場合もあります。

「退職勧奨」、「退職勧告」は、社員から⾒れば、
「解雇」との区別があいまいで、「解雇」あるいは
「退職強要」とうつることも多く、裁判で、会社側に
慰謝料等の⽀払いを命じることも少なくありません。
退職勧奨は、プロセスが何より⼤切で、プロセスに

沿って実施しないと、合意そのものが無効となってし
まうこともあります。

〜退職勧奨はどこまで可能か〜

【退職勧奨のプロセス】
①退職勧奨の⽅針・理由を明確にする
②退職条件を検討する
③⾯談を実施し、退職してもらいたいという会社の意
向を伝える
④退職勧奨に応じるか否かについて検討する期限を伝
え、検討を促す
⑤退職の時期、退職時の処遇などを話し合う
⑥退職届の提出または合意書の作成

プロセスの中で、問題となった事案をご紹介します。

＜昭和電線電纜事件＞
退職勧奨時の会社側の⾔動が⼀因となって、いったん
退職に応じた従業員の退職が無効と判断され、会社に
従業員の復職と「約1400万円」の⽀払いを命じまし
た。

＜⽇本航空事件＞
退職勧奨時の会社側の⾔動や、⻑時間多数回の退職勧
奨に問題があったとして、会社に「90万円」の慰謝
料の⽀払いを命じました。
上司が「いつまでしがみつくつもりなのかなって」
「辞めていただくのが筋です。」「懲戒免職とかに
なったほうがいいんですか。」などの表現を⽤いて退
職を求めました。
また、「1年を過ぎて、OJTと同じようなレベルしか
仕事ができない⼈が、もう会社はそこまでチャンス与
えられないって⾔ってるの。」「もう⼗分⾒極めたか
ら。」「懲戒になると、会社を辞めさせられたことに
なるから、それをしたくないから⾔ってる。」「この
仕事には、もう無理です。記憶障害であるとか、若年
性認知症みたいな」といった⾔動が違法な退職勧奨で
あると認定されました。

＜下関商業⾼校事件＞
退職勧奨年齢に達しても勧奨に応じない教員数名に対
して、⼭⼝市教委が業務命令として出頭を命じ、約
3ヶ⽉の間に⼗数回にわたり退職勧奨をしました。ま
た、⾯談を多い時には4⼈で実施し、⾯談時間は20分
から⻑い時には2時間15分⾏われました。勧奨が際限
なく続くのではないかという⼼理的圧迫がありました。

退職勧奨はあくまでも「退職の勧め」であって強引
に実施するものではありません。焦って物事を進める
ことのないよう気を付ける必要があります。


